
林業に従事される方々へ補助金を交付します 

 

 

 

【事業概要】従業員の労働安全に関する装備品等の購入に対する助成 

【補助対象】労働安全装備(安全ヘルメット、安全ズボン等)及び労働 

安全機械器具(業務用無線、オートチョーカー等)の購入費用 

【補 助 額】補助対象経費の２分の１ 

     ※各年度において１補助対象者につき２０万円を上限とする 

【事業概要】従業員の資質向上を目的とした資格取得費用の助成 

【補助対象】フォークリフト、小型移動式クレーン等の技能講習、 

      特別教育、安全衛生教育等の参加に掛かる受講料、 

テキスト代、受験料の経費 

【補 助 額】補助対象経費の２分の１ 

     ※各年度において１補助対象者につき２０万円を上限とし、 

      かつ、従業員１人につき１０万円を上限とする 

【事業概要】従業員の蜂アレルギー対策に関する費用の助成 

【補助対象】蜂アレルギーに対する検査費用及びアナフィラキシー 

反応に対する自動注射器の購入費用 

【補 助 額】補助対象経費の３分の２ 

     ※各年度において１補助対象者につき６万円を上限とし、 

      かつ、従業員１人につき６千円を上限とする 

⑴県の登録を受けた市内の意欲と能力のある林業経営者 

⑵県の登録を受けた市内の育成経営体 

⑶市内で施業を行う森林組合 

⑷県の認定を受けた市内の認定事業体 

令和３年度より 

申請受付開始 

(随時受付) 



  補助金交付申請の流れ 

書類提出・お問い合わせ先 


